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賦・Tu

ご承知の通 り、新型コロナウイルス感染症の拡大により政府から4月 25日 ～5月 11

日までの期間、東京、大阪、兵庫、京都の 4都府県に 3度 目の緊急事態宣言が発令 され

ました。当該地域に所属するチームの期間中の活動にういては各ブロックから発出され

を第一として下さい。

また、それ以外の全地域に対しても連盟発出

年 10月 12日 )」 、「連盟通達 (令和 3年 4月 15日 )」 の徹底遵守を改めてお願いす ると

ともに、                   していただきますようお願い申し上

げます。

以 上

※お知 らせ

連盟本部事務局 (大阪市浪速区)はこの度の緊急事態宣言発令に伴い、本 日より期間

中の勤務時間を短縮。          までとさせて頂きます。

皆様方にはまたしてもご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のうえご協力を賜 り

ますよう重ねてお願い申し上げます。


